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1 6 11
「防災・防犯」、「命と財産」に
関わる事項を記載する必要があ
る。

現行条文のままとする。

参議院法制局の法制執務コラムに
前文の改正に関する記述がありまし
た。
　それによりますと、前文も法律
（条例）の一部であることから、必
要が生じれば改正できるものの、そ
もそも、前文は、法（条例）制定の
趣旨などを高らかにうたう文章であ
ることから、通常は行わないとのこ
とであります。（過去に法律の前文
を改正したのは、２回のみとのこと
です。）
　あわせて、現行の前文には、「安
全で安心して誰もが暮らしやすいま
ち」の実現に努めることが既にうた
われており、「防災・防犯」等の趣
旨が含まれていることから、あえて
これらを記述すべきとの提言は行わ
ない方がよいのではないかと考えま
した。
　第６回検証委員会で、再度、審議
を願いたい。

　第６回検証委員会で再度審
議を行う。

2 16 21

また、現行の第４条の規定では、
市民が行う協働の取組が、市民相
互の取組や市内の取組に限定して
いるようであり、災害対応、福
祉、環境、教育など周辺の自治体
や多くの住民の方々にも協力をい
ただいて今の本市が成り立ってい
るとも考えられ、市民以外の人々
との連携、協力が重要であること
から、条文を追加する、という意
見があった。

削除する。

　会議要旨や当時の検証委員会での
議論の内容を確認すると、現状のま
までよいという意見が半数を超えて
いたように思われます。
　第６回検証委員会で、再度、確認
を願いたい。

　第６回検証委員会で再度確
認を行う。
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